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ができるよう縦覧帳簿を見ることが
できます。
■縦覧期間・時間　４月１日（水）
～６月１日（月）午前９時～午後
４時（平日のみ）
※土地にかかる納税者は土地の、家

　土地または家屋の固定資産税の納
税者は、その納付すべき当該年度の
固定資産税に係る土地または家屋に
ついて、土地課税台帳等や家屋課税
台帳等に登録された価格と、市内の
他の土地または家屋の価格との比較

屋にかかる納税者は家屋の縦覧帳
簿を無料で縦覧できます。
■縦覧場所　税務課資産税係
■縦覧に必要なもの　納税通知書
（ない場合はマイナンバーカード・
運転免許証等、本人確認できる書

類）
※縦覧期間中は無料で名寄帳の交付
が受けられます。時間、場所、無
料交付に必要なものは、前述のと
おりです（縦覧期間外の名寄帳の
交付は、１件300円の手数料がか
かります）。

固定資産の価格等の縦覧ができます

問税務課資産税係（☎983‒2480）

❷申請時に要介護認定または要支援
認定を受けている人、または申請
時に障がいのある人
■対象となる改修工事　令和13年３
月31日までに、次の❶～❽のいず
れかのバリアフリー改修工事が完
了した住宅で、補助金等を除く自
己負担額が50万円超のもの
❶廊下の拡幅
❷階段のこう配の緩和
❸浴室の改良

　バリアフリー改修工事を実施した
場合、工事完了の翌年度の固定資産
税（100㎡相当分までに限る）の３
分の１相当額を減額します。
■減額の要件　新築した日から10年
以上経過し、次の❶・❷のいずれ
かの人が居住する住宅（賃貸住宅
を除く。改修後床面積40㎡以上
240㎡以下）であること
❶65歳以上の人（改修工事が完了し
た翌年１月１日現在）

❹トイレの改修
❺手すりの取り付け
❻床の段差解消
❼引き戸への取り替え
❽床表面の滑り止め
■申請手続　改修工事完了後３カ月
以内に工事内容・費用がわかる書
類（工事明細書や工事箇所の写真
等）と居住要件を満たすことを示
す書類等を添えて申請してくださ
い（必要に応じ、現地確認を行い

ます）。
※申請書にマイナンバーの記載が必
要となるため、マイナンバーと本
人確認ができる書類を提示してく
ださい（郵送の場合は写しを添付）。
※過去にこの減額を受けたことがあ
る場合、または住宅耐震改修軽減
を受けている場合は適用できませ
ん。また、工事内容によっては、
他の制度を利用できる場合があり
ます。詳しくはお問い合わせくだ
さい。

住宅のバリアフリー改修工事で固定資産税を減額

４月からＡＥＯＮ Ｐａｙ、ＰａｙＢ、楽天ペイが利用可能にスマホ決済アプリ

　公金（保険料、上下水道料金、市
税等）のスマホ決済アプリによる納
付が、ＰａｙＰａｙ、ａｕ ＰＡＹ、
ｄ払い、ＦａｍｉＰａｙに加え、４
月からＡＥＯＮ Ｐａｙ、ＰａｙＢ、
楽天ペイでも支払いが可能になりま
す。
　公金の納付書に記載されているバ
ーコードをスマホのカメラで読み取

問 ▼国民健康保険料（普通徴収）、後期高齢者医療保険料（普通徴収）
=国保医療課（国保☎983-2962、後期☎983-2976）

▼介護保険料（普通徴収）=高齢介護課（☎983-1328）
▼市営住宅等の住宅使用料および駐車場使用料=住宅管理課（☎983-

5767）

▼上下水道料金=経営課（☎983-5216）

▼市・府民税（普通徴収）、固定資産税・都市計画税、軽自動車税=
税務課（☎983-2481）

り、電子マネーで決済を行うことが
できます。なお、バーコードがない
ものや、納期限を過ぎた納付書は利
用できません。
　詳しくは、各公金
担当課にお問い合わ
せいただくか、市ホ
ームページをご覧く
ださい。

市ホームページ

発行することができません。
※確定申告等により所得に変更があ
った場合は、証明書への反映まで
時間がかかる場合があります。
※証明年度の１月１日時点と証明書
発行時点で八幡市に住民登録がな
いと、証明書の発行ができません。
■サービス利用方法
　各コンビニエンスストア等にマイ
ナンバーカードを持参のうえ、マル
チコピー機の案内画面に表示される
「行政サービス」のメニューを選択

　マイナンバーカード（利用者証明
用電子証明書の搭載要）を使って、
カード所有者本人分の税の証明書が
全国のコンビニ等で取得できます。
※マイナンバーカードとカード受領
時に設定した４桁の暗証番号が必
要です。
■取得できる証明書
　最新年度の所得証明書、課税（非
課税）証明書
※申告書等の課税資料が提出されて
いない場合（未申告）は証明書を

し、案内手順にしたがって操作して
ください。
■サービスの利用時間
　午前６時30分～午後11時（土・日・
祝日含む）
※12月29日～１月３日とシステムメ
ンテナンス日は利用不可。
■交付手数料
　１通200円（市役所窓口での交付
は１通300円）
※過年度（前年度や前々年度など）
分は、コンビニ交付対象外です。

本庁市民税係窓口または、郵送で
請求してください。
※「調整控除額」や「調整額」の記
載が必要な場合、コンビニ交付で
は対応しておりません。本庁市民
税係窓口または、郵送での請求を
ご利用ください(ご利用の際は、
上記の調整控除額等が必要な旨を
お申し出ください)。
※令和８年度（令和７年１月から12
月の所得）の税の証明書は、６月
１日（月）から発行可能となりま
すのでご注意ください。

令和７年度（令和６年１月から12月の所得）の税の証明書は
コンビニで取得できます

類提示による本人確認を行っていま
す。
　交付申請時には、次のいずれかの
本人確認資料（郵送請求の場合は写

し）を持参してください。
❶マイナンバーカードや免許証等、
官公庁が発行した顔写真付き証明
書を１点

　税務課では、第三者からの虚偽や
なりすまし等による課税（所得）証
明の不正取得を防止し、個人情報の
保護を図ることを目的に、窓口で書

❷資格確認書、介護保険証、年金手
帳等のうち２点
❸銀行の預金通帳・キャッシュカー
ド、納税通知書等のうち１点と、
❷の書類のうち１点

税証明の窓口交付には本人確認書類が必要です

問税務課市民税係（☎983‒2164）

■申し込み
　口座振替の申し込みは、引き落と
しを希望される月の前月15日までに
口座振替依頼書を市税等取扱金融機
関（金融機関には同依頼書がない場

合あり）や担当課へ提出してくださ
い。ゆうちょ銀行の口座振替は直接、
ゆうちょ銀行へ申し込みください。
　口座振替依頼書を自宅へ郵送する
こともできます。郵送を希望される

　口座振替を利用すると、納期限の
日に指定の口座から自動的に振替
（払込）します。各税の納期ごとに
わざわざ出向くことなく、納め忘れ
もありません。

場合は、お早めに担当課までご連絡
ください。
■口座振替ができる科目等
　市・府民税（普通徴収）、固定資
産税・都市計画税、軽自動車税、国
民健康保険料

市税・国保料の納付は便利な口座振替のご利用を

問市税に関すること＝税務課市民税係（☎983‒2481）、国民健康保険料に関すること＝国保医療課国保年金係（☎983‒2962）


